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理事及び監事の職務権限規則の改正 
 

現 行 改 定 

理事及び監事の職務権限規則 

 
（中略） 

（役員の定年制）  

第６条 役員は、その就任時に、会長及び副会長は満７０歳未満、その他の役員

は満６５歳未満でなければならない。ただし、ＦＩＦＡ Council Memberにおい

てはこの限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

（改廃） 

第14条 この規則の改廃は、理事会の決議による。 

 

（附則） 

第15条 この規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

 

 

 

理事及び監事の職務権限規則 

 
（中略） 

（役員の定年制）  

第６条 役員は、その就任時に、会長及び副会長は満７０歳未満、その他の役員

は満６５歳未満でなければならない。 

 

 

（理事の再任制限）  

第６条の２  会長は、原則として合計で４任期（８年）を超える期間につき在任

できない。 

２   副会長、専務理事及び常務理事は、原則として合算して４任期（８年）を超

える期間につき在任できない。 

３   会長、副会長、専務理事又は常務理事以外の理事は、原則として合計で４任

期（８年）を超える期間につき在任できない。 

 

（理事の再任制限にかかるスポーツ団体ガバナンスコードの遵守） 

第６条の３ 

  理事がスポーツ団体ガバナンスコードに規定された理事の再任制限（１０年）

を超えて在任する場合、本協会は、当該コードにおける適合性審査機関に対し

て、その理由を説明する責任を負うものとする。 

 

（中略） 

 

（改廃） 

第14条 この規則の改廃は、理事会の決議による。 

 

（附則） 

第15条 この規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 

 

〔改正〕 

２０１９年 １０月１０日 

 


